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中播衛生施設事務組合の給与・定員管理等について 

（令和 2 年 4 月公表分） 

１ 総括 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

          

 

        

         

 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 

職 員 数 

    A 

給       与       費 一人当たり 

給与費 B/A 給  料 職員手当 期末・勤勉手当  計 B 

30 年度 
   人 

4 

千円 

16,741 

千円 

2,808 

千円 

6,726 

千円 

26,275 

千円 

6,569 

（注）1  職員手当には退職手当を含まない。 

   2  職員数は、30 年 4 月 1 日現在の人数である。 

 

（3）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均 2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直

し等に取り組むとされている。 

①（給料表の見直し） 

 [ 実施  未実施 ] 

（給料表の改定実施時期） 平成 27 年 4 月 1 日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均 2％の引き下げ。1 級（全号給）及び 2 級

12 号給までは号給の引き下げはなし。3 級以上の級の高位号給は最大 4％引き下げ。5 級、6 級に号給を増設。 

激変緩和のため、3 年間（平成 30 年 3 月 31 日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

②その他の見直し内容 

 単身赴任手当については、国と同様に見直しを実施。（平成 27 年 4 月 1 日） 

 

（その他） 

職員の給与については、「福崎町一般職の職員の給与に関する条例」を準用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
歳 出 額 

    A 

実 質 収 支 人 件 費 

    B 

人 件 費 率 

B/A 

（参考） 

29 年度の人件費率 

30 年度 
千円 

272,138 

千円 

10,047 

千円 

34,154 

％ 

12.6 

％ 

12.6 
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2 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

（注） 1 「平均給料月額」とは、平成 31 年 4 月 1 日現在における職員の基本給の平均である。 

    2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの

である。 

       また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

手当等を除いたもの）で算出している。 

 

（2）職員の初任給の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

区    分 中播衛生施設事務組合 兵 庫 県 国 

一般行政職 
大学卒 182,200 円 188,700 円 182,200 円 

高校卒 150,600 円 154,900 円 150,600 円 

 

 

3 一般行政職の級別職員数等の状況 

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1 号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

7 級 事務局長・課長 ０人 0.00% 362,900 円 444,900 円 

6 級 事務局長・課長 １人 25.0% 319,200 円 410,200 円 

5 級 課長・副課長・次長 ０人 0.00% 289,700 円 393,000 円 

4 級 課長補佐・係長・主査 ２人 50.0% 264,200 円 381,000 円 

3 級 係長・主査 １人 25.0% 231,500 円 350,000 円 

2 級 主事 ０人 00.0% 195,500 円 304,200 円 

1 級 主事 ０人 0.00% 146,100 円 247,600 円 

（注） 1 準用する福崎町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

    2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

中播衛生施設事務組合 44.0 歳 351,175 円 415,822 円 391,385 円 

兵庫県 44.3 歳 336,400 円 429,399 円 390,581 円 

国 43.4 歳 329,433 円 ― 411,123 円 
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（注） 平成 19 年 1 月 1 日から、1 級・2 級を 1 級とし、3 級を 2 級とし、4 級・5 級を 3 級とし、6 級を 4 級と

し、7 級を 5 級とし、8 級を 6 級とし、新たに 7 級を設けた新給料表に移行している。 

 

（2）昇給への人事評価の活用状況 

平成 31 年 4 月 2 日から令和 2 年 4 月

1 日までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している   

 活用している昇給区分 支給可能な 

区分 

支給実績が 

ある区分 

支給可能な 

区分 

支給実績が 

ある区分 

上位、標準、下位の区分     

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない 〇 〇 

 活用予定時期 未定 未定 
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4 職員の手当の状況 

（1）期末手当・勤勉手当（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

中播衛生施設事務組合 兵  庫  県 国 

1 人当たり平均支給額(30 年度) 

1,681  千円 

1 人当たり平均支給額(30 年度) 

1,877  千円 
― 

(30 年度支給割合) 

期末手当     勤勉手当 

2.60.月分     1.85.月分 

(1.45)月分     (0.90)月分 

(30 年度支給割合) 

期末手当     勤勉手当 

2.60.月分     1.85 月分 

(1.45)月分     (0.90)月分 

(30 年度支給割合) 

期末手当     勤勉手当 

2.60.月分     1.85.月分 

(1.45)月分     (0.90)月分 

(加算措置の状況) 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算    5～10% 

 

(加算措置の状況) 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     5～20% 

・管理職加算  10～25% 

(加算措置の状況) 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     5～20% 

・管理職加算  10～25% 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

〇勤勉手当への人事評価の活用状況 

令和元年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している  〇 

 活用している成績率 支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率   〇  

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）    〇 

ロ．人事評価を活用していない 〇  

 活用予定時期 未定  

 

（2）退職手当（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

中播衛生施設事務組合 国 

(支給率)       自己都合    定年・勧奨 

勤続 20 年        19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年      28.0395 月分 33.2708   月分 

勤続 35 年      39.7575 月分 47.709    月分 

最高限度額      47.709  月分 47.709    月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～45%加算) 

1 人当たり平均支給額  －  千円  －  千円 

(支給率)       自己都合   応募認定・定年 

勤続 20 年        19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年      28.0395 月分 33.2708   月分 

勤続 35 年      39.7575 月分 47.709    月分 

最高限度額      47.709  月分 47.709    月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～45%加算) 

1 人当たり平均支給額  －  千円  －  千円 

 

（3）地域手当（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（30 年度決算） 0   千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（30 年度決算） 0    円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全域 0   ％ 0   人 0   ％ 
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（注）平成 21 年度から地域手当の制度を廃止した。 

 

（4）時間外勤務手当 

支給実績（30 年度決算）     393      千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（30 年度決算）     131      千円 

支給実績（29 年度決算）     362      千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（29 年度決算）     121      千円 

（注）職員 1 人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（30 年度決算）」と同じ年度の 4 月 1 日現

在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職

員を含む。 

 

（5）その他の手当（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(30 年度決算) 

支給職員 

1 人当たり 

平均支給年額 

(30 年度決算) 

扶養手当 

 扶養親族を有する職員に生計費の

一助として支給。配偶者 6,500 円、

子 10,000 円、父母等 6,500 円。配偶

者がない場合の親族の 1 人目子は

10,000 円、父母等は 6,500 円。16～

22 歳の子に対する加算各 5,000 円 

同じ ―  636 千円 212,000 円 

住居手当 

 自ら居住するための住宅を借り受

け、一定額を超える家賃を支払って

いる職員に最高限度額 27,000円、自

宅に居住する世帯主である職員に

2,500 円 

異なる 
自宅は支給 

なし 
 354 千円 177,000 円 

通勤手当 

通勤に要する経費を補助するため

に運賃等相当額を支給。交通機関利

用者 1 ヶ月当たりの支給限度額

55,000 円、交通用具利用者 3,500～

35,000 円 

異なる 

交通用具 

利用者の上限 

31,600 円 

 600 千円 150,000 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員

に、その職の特殊性に基づいて支給。

事務局長及び課長 17/100、副課長及

び次長 12/100 

異なる 

職責に応じた

額 49,600円～

88,500 円/月 

826 千円 825,588 円 

宿日直手当 

宿直勤務又は日直勤務に従事した

職員に対し、当該勤務の報酬として

支給。勤務 1 回につき 4,200円 

同じ ―    0 千円       0 円 

夜間勤務手当 

 正規の勤務時間における勤務とし

て午後 10時から翌日の午前5時まで

の間に勤務した職員に対して支給。

勤務 1 時間当たりの給与額×25/100 

同じ ―    0 千円       0 円 

休日出勤手当 

休日において正規の勤務時間中に

勤務することを命ぜられた職員に対

して支給。勤務 1 時間当たりの給与

額×（135/100～150/100） 

同じ ―    0 千円       0 円 

単身赴任手当 

公署を異にする異動等に伴う転居

のため、配偶者と別居し単身で生活

することを常況とする職員に対して

支給。30,000 円＋加算額 

同じ ―    0 千円       0 円 
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5 特別職の報酬等の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

区      分 報   酬   年   額 

報 
 

酬 

管 理 者 

副 管 理 者 

監査委員（識見） 

監査委員（議員） 

     0 円 

     0 円 

30,000 円 

15,000 円 

報 
 

酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

35,000 円 

32,000 円 

30,000 円 

 

 

6 職員数の状況 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年 4 月 1 日現在） 

区  分 

部  門 

職  員  数 対 前 年 

増 減 数 
主 な 増 減 理 由 

平成 30 年 平成 31 年 

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 

一
般
行
政
部
門 

 

総 務 

 

4 人 4 人 0 人 

 

計 4 人 4 人 0 人 
 

教 育 部 門    
 

消 防 部 門    
 

小     計 4 人 4 人 0 人 
 

合     計 
4 人 

[8 人] 

4 人 

[8 人] 

0 人 

[0 人] 

 

（注） 1 職員数は一般職に属する職員数である。 

    2 [  ]内は、条例定数の合計である。 
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（2）年齢別職員構成の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

 

 

区分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 1 人 0 人 1 人 0 人 0 人 4 人 

 

（3）職員数の推移 

年度 

部門 
平成 26 年 平成 27年 平成 28年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

過去 5 年間の 

増減数（率） 

一般行政 6 人 5 人 4 人 4 人 4 人 4 人 △2 人（△33.3%） 

合計 6 人 5 人 4 人 4 人 4 人 4 人 △2 人（△33.3%） 

 


